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災害復旧計画は、地域住民の生活手段の

確保、社会システムの早期回復など、災害

からの復旧対策について定めたものであ

る。 

また、将来の災害に強い都市づくりを目

指した都市の復興体制について定めてい

る。 

 

 

第１節 市民生活の安定のための緊急措置 

第２節 災害復旧事業 

第３節 災害復興事業 
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第１節 市民生活の安定のための緊急措置 

この節の対策 担       当 

●被災者の生活確保 総括部出納班、総括部財政班、秘書報道広聴

部報道広聴班、広報調査部各班、土木建築対

策部建築班、救援対策部救援庶務班 

その他関係機関 

●農林漁業関係対策 土木建築対策部土木班［林業関係］、 

産業輸送対策部第２産業班 

 

●中小企業関係対策 産業輸送対策部産業庶務班、 

産業輸送対策部第１産業班 

 

●義援金の受入れ・配分 総括部出納班、救援対策部救援庶務班  

 

  第１ 被災者の生活確保                             

 

1  被災者生活再建支援法による支援 

  生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を利用し

て支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援するものとする。 

 

2  災害弔慰金等の支給 

 

 (1) 災害弔慰金 

   救援対策部救援庶務班は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づき制定された市の

条例により実施する。 

 (2) 災害障害見舞金 

   救援対策部救援庶務班は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づき制定された市の

条例による障害見舞金の支給制度により実施する。 

 (3) 日本赤十字社による災害救援金品の支給 

   日本赤十字社北海道支部では、日本赤十字社各地区からの申請に基づき、被災した者に対し、災

害救援品の配布を行うこととなっている。 

 

3 援護資金・住宅資金等の貸付 

 

 (1) 生活福祉資金 

   北海道社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の中で、災害を受けた低所得世帯に

貸付を行う制度である。なお、市条例に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則とし

てこの資金の貸付対象とならない。 

 (2) 住宅復興資金 

 市は、住宅金融支援機構が行う被災者向け低利融資制度を活用し、災害により住宅に被害者に、

次の融資を道と協力・連携し迅速かつ円滑に行う。 
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 ４ その他関係機関が行う被災者の生活確保に関する対応 

 

機関名 生  活  確  保  の  取  扱 

 道 (1) 労働保険料等の徴収の猶予 

  被災した労働保険適用事業主に対し、関係法令に基づき、労働保険料の納入期限

の延長等の措置を講ずることとする。 

① 納期限の延長 

災害により、労働保険適用事業主が、納期限内に労働保険料を納付することが 

困難となった場合、その申請に基づき１年以内の期間に限り、納期限を延長する。 

② 制度の周知徹底 

市町村及び労働保険事務組合等関係団体に対しても、該当適用事業主に対する 

制度の周知を要請するものとする。 

国 

（公共職

業安定所）  

(1) 証明書による失業の認定 

  災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書により事後 

に失業の認定を行い、失業給付を行うものとする。 

(2) 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

激甚災害に指定された場合は、災害による休業のための賃金を受けることができ

ない雇用保険の被保険者（日雇労働保険者は除く）に対して、失業しているものと

みなし基本手当を支給するものとする。 

(3) 雇用調整助成金の特例適用の要請 

次の休業等をさせる場合、休業手当にかかる賃金負担の一部を助成できるよう労

働省へ要請する。 

 ①  被災地域の事業主が労働者を休業させる場合 

②  被災地域以外の災害関連下請け事業所が労働者を休業させる場合 

③  被災地域の事業主が新卒者等の内定取消の回避を図る場合 

日本郵便 

㈱北海道

支社 

(1) 被災者に対する通常葉書・郵便書留の無償交付 

(2) 被災者の差し出す郵便物の料金免除 

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

(4) 被災者救援用寄付金送付のための郵便振替料金免除 

(5) 郵便貯金関係 

    取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、払い戻し等の便宜処置を行う。 

(6) 簡易保険・郵便年金関係 

    取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、保険金・貸付金等の支払い、

保険料等の払込みの際、適宜処置を行う。 

日本 

放送協会 

(1) ＮＨＫ厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実施、また、

医療団、防災班の派遣等の奉仕を図る。 

(2) 被災者の受信料免除 

(3) 状況により避難所へ受信機を貸与する。 
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Ｎ Ｔ Ｔ (1) 避難勧告等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基本料金の減

免（避難勧告の日から同解除の日まで） 

(2) 災害による建物被害により、仮住宅等へ電話を移転する契約者の移転工事費

の免除 

北  海  道

電  力 

(1) 電気料金の早収期間及び支払い期限の延伸 

(2) 不使用月の基本料金の免除 

(3) 建替等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る） 

(4) 仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 

(5) 被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除  

(6) 被災により１年未満で廃止または減少した契約の料金清算の免除 

(7) 被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の免除 

 

5  り災証明書の発行 

り災証明書の発行事務は、広報調査部各班、土木建築対策部建築班が担当する。 

 

 (1) 発行の手続 

広報調査部各班、土木建築対策部建築班は、「り災者台帳」を作成し、被災者の「り災証明書」

発行申請に対し、り災者台帳で確認の上、発行する。なお、り災者台帳で確認できないときでも

申請者の立証資料をもとに客観的に判断できるときは「り災証明書」を発行する。 

 (2) 証明の範囲 

 災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について証明するものとする。 

 

住  家 ①全壊（全焼） ②流失 ③半壊（半焼） ④床上浸水 ⑤床下浸水 

人 ①死亡 ②行方不明 ③負傷 

     

(3) その他 

り災証明については、証明手数料を徴収しない。 

      ※資料編 り災証明書様式 

 

6  租税の徴収猶予及び減免等 

 

 (1) 市税 

   市民税等の減免、納税延期及び徴収猶予は、所管課が担当する。 

  ①  納税期限の延長 

    災害により、納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は市税を納付もしくは納

入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

  ②  徴収猶予 

    災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、または納入することが

できないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内において徴収猶予する。なお、
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やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行う。（地方税法第 15

条） 

  ③  減免 

    被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について次により減免を行う。 

 

税   目 減 免 の 内 容 

個人の市民税 

（個人の道民税を含む） 

  被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

固定資産税・都市計画税   災害により著しく価値が減じた固定資産について行う。 

国民健康保険税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

軽自動車税 

 

 (2) 国税・道税 

   国及び道は、被災者の納付すべき国税及び道税について、法令及び道条例の規定に基づき、申告、

申請、請求、その他書類の提出または納付もしくは納入に関する期限の延長徴収猶予、滞納処分の

執行の停止等並びに減免の措置を災害の状況により実施する。 

 

7  職業の斡旋 

  公共職業安定所の長は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の

発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の

早期再就職の斡旋を行う。 

 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、または巡回職 

業相談の実施 

（３）職業訓練受講指示、または職業転換給付金制度等の活用 

 

 8 災害相談の実施 

   秘書報道広聴部報道広聴班は、災害の発生等により、市民からの問い合わせが多数となった場合

は災害相談窓口を開設し、苫小牧市社会福祉協議会の協力を得て実施する。 

   災害相談窓口においては、行方不明の受付、り災証明、税の減免、仮設住宅への入居申請、応急

修理の申請、医療相談、生活相談等の案内等を行う。 

 

  第２ 農林漁業関係対策                             

 

１ 融資 

土木建築対策部土木班、産業輸送対策部第２産業班は、道、農業協同組合の協力を得て被災した

農業関係者に対して次の災害復旧融資制度の広報活動を行う。 
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（１）天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の規定に基づいた、指定

された天災に基づく被害を受けた農林漁業者に必要な資金融資（農業協同組合、漁業協同組合、

金融機関） 

（２）日本政策金融公庫による復旧資金融資（農業協同組合、金融機関） 

（３）自作農維持資金融通法に基づく資金融資 

 

  第３ 中小企業関係対策                             

 

１  基本方針 

産業輸送対策部産業庶務班・第１産業班は、道・国に対して、災害により被害を受けた中小企業

が再建と経営の安定を図るため、復旧に必要な資金並びに事業費の融資を促進する。 

 

（１）政府系金融機関及び道保証協会、一般金融機関の融資並びに中小企業近代化資金等の貸付 

（２）信用保証協会による融資の保証 

 

２  資金需要の把握連絡通報 

産業輸送対策部産業庶務班・第１産業班及びその他の関係機関は、中小企業関係の被害状況につ

いて調査し、道へ連絡通報する。 

 

  第４ 義援金の受入れ・配分                           

 

１  義援金の受け入れ 

義援金の受け入れは、苫小牧市に直接寄託された分も含め、救援対策部救援庶務班が受付及び配

布を担当し、総括部出納班が保管する。 

なお、義援金の受付に際しては、義援金受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続きを

行うとともに、寄託者に受領書を発行する。 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄託者からの義援金 

北海道災害対策本部 

北海道災害義援金募集 

（配分）委員会 

道内・他県市町村等 

＜義援金の流れ＞ 

苫小牧市災害対策本部 
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2  義捐金の保管 

義援金については、被災者に配分するまでの間、市指定金融機関に「当該災害に関する義援金受

付専用口座」をつくり、受け払い簿を作成し管理・保管する。 

 

３  義援金の配分 

市が配分委員会を組織し、義援金の配分を決定する。 

     ※資料編  義援金品領収書の様式 

 

４  義援品の受入れ 

  義援品については、市で受入れた後、被災者に適正に配分する。 
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第２節 災害復旧事業 

この節の対策 担       当 

●激甚法による災害復旧事業 市民生活部危機管理室、財政部財政課、関係各部各課 

●その他の法律による災害復旧事業 市民生活部危機管理室、財政部財政課、関係各部各課 

 

  第１ 激甚法による災害復旧事業                         

 

 甚大な災害が発生した場合には、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として「激甚災害対処する

ための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）が制定されている。激甚災害に指

定された場合は、この法に基づいて、復旧事業を行う。 

 

  ◆激甚法による財政援助 

助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等 

公共土木施設災害復旧事

業等に関する 

特別の財政援助 

○ 公共土木施設災害復旧事業 

○ 公共土木施設災害関連事業 

○ 公立学校施設災害復旧事業 

○ 公営住宅等災害復旧事業 

○ 生活保護施設災害復旧事業 

○ 児童福祉施設災害復旧事業 

○ 老人福祉施設災害復旧事業 

○ 身体障害者更正援護施設災害復旧事業 

○ 知的障害者援護施設災害復旧事業 

○ 婦人保護施設災害復旧事業 

○ 感染症指定医療機関災害復旧事業 

○ 感染症予防事業 

○ 堆積土砂排除事業 

○ 湛水排除事業 

農林水産業に関する 

特別の助成  

○ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

○ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

○ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助 

○ 天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定

措置の特例 

 ○ 森林災害復旧事業に対する補助 

 ○ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

 ○ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 
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中小企業に関する 

特別の助成 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

○ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期

間等の特例 

○ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

○ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例 

その他の財政援助 

及び助成 

○ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

○ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

○ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

○ 母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 

○ 水防資材費の補助の特例 

○ り災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

○ 産業労働者住宅建設資金融通の特例 

○ 公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道の

小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

 

  第２ その他の法律による災害復旧事業                      

 

 道及び市は、災害復旧事業の推進にあたっては、民生の安定、社会経済活動の早期回復を目指し、

再び被災しないよう災害の防止を図るため、法律に基づいて次にあげる復旧事業を実施する。 

  1 公共土木施設災害復旧事業計画 

  (1) 河川 

  (2) 海岸 

  (3) 砂防設備 

  (4) 林地荒廃防止施設 

  (5) 地すべり防止施設 

  (6) 急傾斜地崩壊防止施設 

  (7) 道路 

  (8) 港湾 

  (9) 漁港 

  (10) 下水道 

  (11) 公園 

 2 農林水産業施設災害復旧事業計画 

 3 都市施設災害復旧事業計画 

 4 上水道災害復旧事業計画 

 5 住宅災害復旧事業計画 

 6 空港施設災害復旧事業計画 

 7 社会福祉施設災害復旧事業計画 

 8 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

 9 学校教育施設災害復旧事業計画 
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  10 社会教育施設災害復旧事業計画 

  11 その他災害復旧事業計画   
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第３節 災害復興事業 

この節の対策 担当 

●災害復興事業の推進 市民生活部危機管理室、総合政策部まちづくり推進課、総合政策部政策

推進課、関係各部各課 

 

  第１ 災害復興事業の推進                            

 

１ 復興体制 

大規模な災害が発生した場合は、市長を本部長とする「苫小牧市災害復興本部」を設置し、「災害

復興基本計画」を策定するとともに、災害復興事業実施の総合調整を行う。なお、災害対策基本法

の定めるところにより、国が復興対策本部の設置及び復興基本方針を閣議決定した場合には、こ

れらの計画と調整を行い、復興のための都市づくりをはじめとし、経済復興や市民生活の再建など、

市民生活すべてにわたる分野を対象として実施する。 

 

２ 都市復興の推進 

災害復興事業のうち、都市づくりに関する分野の復興については、平常時から進めるまちづくり

計画を生かしながら、被害状況を的確に計画・事業に反映することができるよう被害状況の早期把

握に努めるとともに、被害状況や基盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画を策定し、速やか

な事業の実現を図る。 

事業の実施にあたっては、必要に応じて関連諸制度を活用しながら、良好な市街地の形成と都市

機能の更新を図る。 

 

３ 災害復旧事業等に係る国等による代行 

（１）都市計画の決定又は代行（法第４２条関係）  

  「特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する大規模災害（以下、 

 「特定大規模災害」という。）が発生した場合であって、市の行政機能の低下により、復興に必要な 

 都市計画の決定等の措置を速やかに講じることができない場合には、計画の策定や変更について国 

 や道による代行を要請することができる。 

 

（２）災害復旧事業に係る工事の国等による代行（法第４３条から第５３条関係） 

  特定大規模災害による被害を受けた場合、漁港、砂防、港湾、道路、海岸保全施設、河川などの

災害復旧事業等に係る工事について、国や道に代行を要請することができる。 


